
②蓮沼保育園における一時預かり事業の開始について

■概要
　「一時預かり事業」とは、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳児又は
幼児（以下「乳幼児」という。）について、主として昼間において、保育所、幼稚園、認定こ
ども園その他の場所において、一時的に預かり、必要な保護を行う事業です。
　蓮沼保育園では、保育園に入園していない小学校就学前の児童を対象として、家庭での保育
が一時的に困難となる場合、家庭との緊密な連携を保ちながら、心身共に健全な児童を育成す
ることを目的として一時預かり事業を令和４年10月１日から開始します。
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